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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

倒壊・崩壊 倒壊・崩壊 倒壊・崩壊

の危険性 の危険性 の危険性

が高い がある が低い

①　病院、診療所 2 1 1

②　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 2 2

③　ホテル、旅館 1 1

④　保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 1 1

⑤　小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校 5 5

11 3 0 8

（注）　１の建築物に構造上独立した部分が複数ある場合などは、安全性の評価が最も低い部分により分類している。建築物毎の詳細は別に示す。

要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果総括表（室蘭市内の建築物）

構造耐力上主要な部分の地震

(震度６強から７程度）に対する安全性(注）

ア　不特定多数の者が利用する大規模建築物

イ　避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物

合　　　　　　　　　計

1

　震度６強から７に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。
　いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度５強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

用　　　　　　　　途
公表

建築物数
耐震改修
工事中



■病院、診療所

内容 実施時期

Is/Is0 = 1.11 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.39 （ 0.27 ） 耐震改修済み（平成27年11月）

Is/Is0 = 1.11 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.39 （ 0.27 ） 耐震改修済み（平成27年11月）

Is/Is0 = 0.75 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.85 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.05 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.61 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 0.13 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.05 （ 0.27 ）

Is = 0.11 （ 0.6 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

q = 0.45 （ 1.00 ）

※　「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価（Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い）を判定するための数値です。

耐震診断結果公表

耐震改修等の予定

2

No 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に対する       
安全性の評価の結果（目標値）※

備考

1

製鉄記念室蘭病院

室蘭市知利別町１丁目４５番 病院

対象外部分（新耐震）
「中央診療棟・病棟・がん診療センター
棟・　　老健棟」

東管理棟A棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―

東管理棟B棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―

三村病院

①棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

未定 未定

②棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―

③棟
(RC造部分)

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

未定 未定

③棟
(Ｓ造部分)

  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築
物の耐震診断指針」  （2011年版）

未定 未定

2 室蘭市中島町３丁目３２番１５号 病院



■百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

内容 実施時期

Is/Is0 = 1.00 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.60 （ 0.27 ） 耐震改修済み（平成27年10月）

Is/Is0 = 1.01 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.59 （ 0.27 ） 耐震改修済み（平成30年8月）

Is = 0.82 （ 0.6 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

q = 2.75 （ 1.00 ）

※　「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価（Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い）を判定するための数値です。

耐震診断結果公表

耐震改修等の予定

3

No 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に対する       
安全性の評価の結果（目標値）※

備考

1 スーパーアークス室蘭中央店 室蘭市中央町３丁目７１番２１号 店舗
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―

2

セブン・ビル　長崎屋室蘭店

室蘭市中島町１丁目１９番 店舗新築棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」
(2001年版)

― ―

増築棟
  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築
物の耐震診断指針」  （2011年版）

― ―



■ホテル、旅館

内容 実施時期

Is/Is0 = 0.26 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.11 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 0.35 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.14 （ 0.27 ）

※　「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価（Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い）を判定するための数値です。

耐震診断結果公表

耐震改修等の予定

4

No 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に対する       
安全性の評価の結果（目標値）※

備考

1

室蘭プリンスホテル

室蘭市中央町１丁目４番９号 ホテル東館
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

耐震改修等 未定

西館
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

耐震改修等 未定



■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

内容 実施時期

Is/Is0 = 0.19 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.16 （ 0.27 ） 令和4年度以降に実施時期等検討

Is/Is0 = 0.28 （ 1.0 ） Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 

Ctu・Sd = 0.23 （ 0.27 ） 令和4年度以降に実施時期等検討

※　「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価（Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い）を判定するための数値です。

耐震診断結果公表

耐震改修等の予定

5

No 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に対する       
安全性の評価の結果（目標値）※

備考

1

室蘭市本庁舎

室蘭市幸町１番２号 庁舎本庁舎庁舎棟 
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

建替え 未定

本庁舎議事堂棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

建替え 未定



■小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

内容 実施時期

Is/Is0 = 1.41 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 1.12 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.01 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.43 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.04 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.71 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.04 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.71 （ 0.27 ）

Is = 0.77 （ 0.7 ）

q = 1.44 （ 1.00 ）

Is/Is0 = 1.49 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.45 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.03 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.35 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.00 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.70 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.38 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.30 （ 0.27 ）

Is = 0.83 （ 0.7 ）

q = 1.90 （ 1.00 ）

※1　「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価（Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い）を判定するための数値です。

※2　建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条第３項第１号の要安全確認計画記載建築物

耐震診断結果公表

耐震改修等の予定
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No 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に対する       
安全性の評価の結果（目標値）※1

備考

1

室蘭市立蘭北小学校

室蘭市港北町4丁目13番1号 小学校
校舎棟
⑪-1，2棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
法第5条第3項第1号※2

校舎棟
⑫棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成27年3月）
法第5条第3項第1号※2

室蘭市立桜蘭中学校

校舎棟
⑨-1，2棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年1月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟
⑩-1，2棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年1月）
法第5条第3項第1号※2

体育館棟
⑪-1，2，3棟

屋内運動場等の耐震性能判断基準 ― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成22年11月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟
⑫棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年1月）
法第5条第3項第1号※2

室蘭市立港北中学校

校舎棟　
⑧棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年2月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟　
⑨棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年2月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟　
⑩棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成22年1月）
法第5条第3項第1号※2

体育館棟　
⑪棟

屋内運動場等の耐震性能判断基準 ― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成22年11月）
法第5条第3項第1号※2

2 室蘭市知利別町1丁目11番30号 中学校

3 室蘭市柏木町361番1号 中学校



■小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

内容 実施時期

Is/Is0 = 1.01 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.69 （ 0.27 ）

Is = 1.34 （ 0.7 ）

q = 2.44 （ 1.00 ）

Is/Is0 = 1.12 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.51 （ 0.27 ）

Is = 0.84 （ 0.7 ）

q = 1.34 （ 1.00 ）

Is/Is0 = 1.22 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.83 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.14 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.80 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.12 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.80 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.30 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.28 （ 0.27 ）

Is/Is0 = 1.41 （ 1.0 ）

Ctu・Sd = 0.46 （ 0.27 ）

Is = 0.81 （ 0.7 ）

q = 1.47 （ 1.00 ）

※1　「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価（Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い）を判定するための数値です。

※2　建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条第３項第１号の要安全確認計画記載建築物

耐震診断結果公表

耐震改修等の予定

7

No 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に対する       
安全性の評価の結果（目標値）※1

備考

室蘭市立東明中学校

校舎棟
①－1，2，3，4棟
（1～3階RC造部分）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年3月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟
①－1，2，3，4棟
（3階S造部分）

  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築
物の耐震診断指針」  （1996年版）

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年2月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟　
②－1，2，3棟
(1階RC造部分）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
法第5条第3項第1号※2

校舎棟　
②－1，2，3棟
（2階S造）

  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築
物の耐震診断指針」  （1996年版）

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年2月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟　
⑤棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
法第5条第3項第1号※2

室蘭市立本室蘭中学校

校舎棟
②－1，2棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年2月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟
③－1，2棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成23年2月）
法第5条第3項第1号※2

校舎棟　
④棟

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
法第5条第3項第1号※2

体育館棟
⑤－1棟
(RC造）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」
(2001年版)

― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
法第5条第3項第1号※2

体育館棟
⑤－1棟
(S造）

屋内運動場等の耐震性能判断基準 ― ―
Z=0.9、G=1.0、U=1.00
耐震改修済み（平成22年9月）
法第5条第3項第1号※2

4 室蘭市高砂町4丁目9番1号 中学校

5 室蘭市白鳥台2丁目5番1号 中学校



附表　耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

Ⅰ　大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い

Ⅱ　大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある

Ⅲ　大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

 鉄骨が充腹材の場合　　

 鉄骨が非充腹材の場合

  ※下記Ⅰ～Ⅲの安全性の評価は、震度６強から７に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。
 　  いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、
     震度５強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

構造耐力上主要な部分の地震（震度６強から７程度）に対する安全性

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊
  する危険性が高い

  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊
  する危険性がある

  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊
  する危険性が低い

  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐
  震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」（2001年版）

    Is／Iso ＜ 0.5  又は  CTU･SD ＜ 0.15･Z･G･U 左右以外の場合     1.0 ≦ Is／Iso  かつ  0.3･Z･G･U ≦ CTU･SD

  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」
  （1996年版、2011年版）

Is ＜ 0.3  又は  q ＜ 0.5 左右以外の場合 0.6 ≦ Is  かつ  1.0 ≦ q

 Is／Iso ＜ 0.5  又は  CTU･SD ＜ 0.125･Z･Rt・G･U 左右以外の場合 1.0 ≦ Is／Iso  かつ  0.25･Z･Rt・G･U ≦ CTU･SD

 Is／Iso ＜ 0.5  又は  CTU･SD ＜ 0.14･Z･Rt・G･U 左右以外の場合 1.0 ≦ Is／Iso  かつ  0.28･Z･Rt・G･U ≦ CTU･SD

  「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 Is ＜ 0.3 又は q ＜ 0.5 左右以外の場合 0.7 ≦ Is かつ1.0 ≦ q

8

耐震診断の方法の名称

  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨
  鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定め
  る「第2次診断法」及び「第3次診断法」（2009年版）



参考 耐震診断結果の見方
建築物の耐震診断とは、震度６強から震度７に達する程度の大規模の地震に対する安全性を評価することをいい、附表の「構造耐力上主要な部分の地震（震度６強から７程度）に対する

安全性」欄における評価Ⅲの耐震性能は、現行の建築基準法令における耐震基準（昭和５６年６月施行の「新耐震基準※」）と同程度とされています。また、いずれの評価（Ⅰ～Ⅲ）に該当

する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度５強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

※新耐震基準：建築物が数十年に一度程度発生する中規模地震（震度５強程度）に対してほとんど損傷しないことの検証に加えて、数百年に一度程度発生する大規模地震（震度６強から７に達する程度）に対し

て倒壊・崩壊しないことを検証する耐震基準

内容 実施時期

Is/Iso = 1.07 （ 1.00 ） Z= 0.9 , G=1.0 , U= 1.00

CTU・SD = 0.75 （ 0.27 ）

Is/Iso = 0.82 （ 1.00 ） Z= 0.9 , G=1.0 , U= 1.00 , Rt＝1.00

CTU・SD = 0.44 （ 0.26 ）

－ －

2 △△△

□□□ □□市□□ □□

一般財団法人日本建築防災協会
による「既存鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める
「第2次診断法」及び「第3次診断
法」(2001年版) 法第５条第３項第１号※2

△△町△△

No 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に対する
安全性の評価の結果（目標値）※1

耐震改修等の予定
備考

耐震診断結果公表

△△

一般財団法人日本建築防災協会
による「既存鉄骨鉄筋コンクリート
造建築物の耐震診断基準」に定
める「第2次診断法」及び「第3次
診断法」(2009年版)（鉄骨が非充
腹材の場合）

建替え

平成31年
4月
～

平成33年
3月

1

附表　耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

Ⅰ　大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い

Ⅱ　大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある

Ⅲ　大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

 鉄骨が非充腹材の
場合

  ※下記Ⅰ～Ⅲの安全性の評価は、震度６強から７に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。
 　  いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、
     震度５強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震（震度６強から７程度）に対する安全性

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又
は崩壊する危険性が高い

  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、
又は崩壊する危険性がある

  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又
は崩壊する危険性が低い

  一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造
建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診
断法」（2001年版）

Is／Iso ＜ 0.5
又は

CTU･SD ＜ 0.15･Z･G･U
左右以外の場合

1.0 ≦ Is／Iso
かつ

0.3･Z･G･U ≦ CTU･SD

1.0 ≦ Is／Iso
かつ

0.28･Z･Rt・G･U ≦ CTU･SD

Is／Iso ＜ 0.5
又は

CTU･SD ＜ 0.14･Z･Rt・G･U
左右以外の場合

  一般財団法人日本建築防災協会による「既
存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断
基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診
断法」（2009年版）

用語の解説

Ｉｓ、GIs ：建築物の耐震性を表す指標値

（構造耐震指標値）

Ｉｓ／Ｉｓｏ：建築物の構造耐震指標値（Is値）を

判定指標値（Iso）と比較し、耐震性

を判定した値

ＣTU ･ＳD、CT・SD

：主に鉄筋コンクリート造に適用され

る保有水平耐力に係る指標値

q ：主に鉄骨造に適用される保有水平耐

力に係る指標値

Z ：地域の地震活動度などによる補正係数

G ：表層地盤の増幅特性などによる補正係数

U ：建物の用途などによる補正係数

Ｒt ：建築物の固有周期および地盤の種別

に応じた当該建築物の振動特性によ

り、地震力の値を変化させる係数

S 造 ：鉄骨造

RC 造 ：鉄筋コンクリート造

要安全確認計画記載建築物

：北海道耐震改修促進計画に記載さ

れた建築物（避難所）

評価の結果と附表による安全性の基準値を比較すること
で評価（Ⅰ～Ⅲ）が判断できます。なお、評価結果の全
てが目標値以上の場合、評価Ⅲとなります。

附表において、「耐震診断の方法の名称」
が同じものを見つけます。
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